令和８年３月１２日
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[bookmark: _Hlk194503730]令和8年度知内町ウニ種苗生産施設建設工事の指名競争入札に係る
共同企業体の申請について

下記の工事について、指名競争入札（以下「入札」という。）を執行するにあたり、共同企業体の参加申請を受付します。
　
記
[bookmark: _Hlk12628878]
（１） 工事名　　（A）知内町ウニ種苗生産施設建設建築主体工事
　　　　　　　　 （B）知内町ウニ種苗生産施設建設電気設備工事
（C）知内町ウニ種苗生産施設建設機械設備工事
（２） 工事概要　・屋外飼育棟　　鉄骨造　平屋建　延床面積　413㎡
　　　　　　　　 ・取水施設　　　鉄筋コンクリート造　地上1階　地下1階建
　　　　　　　　　　　　　　　　 延床面積　76.78㎡
　　　　　　　　 ・上記施設新築に伴う建築主体工事、電気設備工事、機械設備
工事（プラント工事含む）
（３） 工事場所　上磯郡知内町字元町２８－１
（４） 予定工期　本契約締結の日から令和９年３月上旬

●共同企業体の指名選考に必要な要件
指名業者は、特定建設工事共同企業体であって、次の要件をすべて満たしていること。
（１）共同企業体の構成員は、知内町へ令和７年度及び令和８年度における入札参加資格審査申請をして、受理された者。
（２）共同企業体の構成員は、以下に該当しない者。
　　　1　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
　　　2　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
　　　3　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一項各号に掲げる者
（３）共同企業体の構成員は、本工事の入札執行の日までの間に、知内町が行う競争入札参加資格者指名停止事務処理要領に関する指名停止を受けていない者。
（４）共同企業体の構成員は、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項の建設業の許可のうち、（A）については「建築工事」、（B）については「電気工事」、（C）については「管工事」に係る特定建設業の許可を受けていること。
（５）共同企業体の代表者は、本工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者を、構成員は国家資格を有する主任技術者（技術員）を工事に専任で配置できること。
[bookmark: _Hlk66452531]（６）共同企業体の構成員の数は、２から５社であり、共同企業体の代表者は、渡島管内に本・支店又は営業所を有すること。また、（B）及び（C）の構成員については知内町内に本・支店、営業所を有する企業を含むこと。
（７）共同企業体の代表者及び構成員は、建設業法第２７条の２９第１項に規定する最新の総合評定値通知書の総合評定値が下記の点数以上の者とする。
	
	（A）建築主体
	（B）電気設備
	（C）機械設備

	
	建築工事
	電気工事
	管工事

	代表者
	１，０００点
	９００点
	９００点

	構成員
	－
	７５０点
	８００点


（８）共同企業体の構成員の最小出資比率は、当該企業体の構成員数に応じ、次の割合以上でなければならない。　　　　
	構成員数
	最小出資比率
	構成員数
	最小出資比率

	２社
	３０％
	４社
	１５％

	３社
	２０％
	５社
	１２％


（９）共同企業体の代表者は、施工能力の大きい者とし、その出資比率は、構成員の
中で最大であること。
６ 書類等の提出及び提出期間等
（1） 提出書類
ア 特定建設工事共同企業体競争入札参加資格審査申請書
イ 共同企業体協定書（甲）
ウ 配置予定技術者調書
（２） 提出期間
令和８年３月１２日（木）から令和８年３月２５日（水）までとし、休日を除き、午前９時から午後５時まで。
（３） 提出場所・問い合わせ先・提出書類の配布場所
上磯郡知内町字涌元３４番地１先　 上磯郡漁業協同組合
（℡ ０１３９２－５－５２０４　 冨森）
（４） 提出方法
上記の場所へ直接持参してください。
（５） その他
関係書類は、写しを含め全てＡ判で提出してください。
７ その他
（1） 入札執行の日時及び場所、設計図書等の閲覧及び契約に関して必要な事項等については、後日交付する指名通知に記載する。
（2） 当該工事について、工事代金の前払い、中間払いは行わない。

